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療
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す
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矯
正
施
設
に
お
け
る
医
療
体
制
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
二
月
五
日
付
北
海
道
新
聞
三
十
五
面
に
、
「
網
走
刑
務
所

相
次
ぐ
病
死

一
カ
月
で
三
人
『
異
常
』
三
年
前
か
ら
常

勤
医
不
在
」
と
の
見
出
し
の
記
事
（
以
下
、
「
記
事
」
と
す
る
。
）
が
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

記
事
を
政
府
、
特
に
法
務
省
は
承
知
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

記
事
の
内
容
に
あ
る
よ
う
に
、
網
走
刑
務
所
に
お
い
て
一
カ
月
で
三
名
も
の
病
死
者
が
出
た
事
態
に
つ
き
、
政
府
、
特
に

法
務
省
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
。
記
事
に
よ
る
と
、
同
刑
務
所
に
は
三
年
前
よ
り
常
勤
医
が
不
在
の
状
態
が

続
い
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
カ
月
で
三
名
も
の
病
死
者
が
出
た
こ
と
と
の
関
連
性
は
あ
る
か
。

三

記
事
の
中
に
は
、
相
次
ぐ
受
刑
者
の
病
死
に
つ
い
て
、
「
関
連
は
な
く
管
理
体
制
に
問
題
は
な
い
」
と
の
網
走
刑
務
所
の

コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
右
に
対
す
る
政
府
、
特
に
法
務
省
の
見
解
如
何
。
同
刑
務
所
の
右
の
認
識
は
妥
当
か
。

四

記
事
に
よ
る
と
、
網
走
刑
務
所
の
受
刑
者
数
は
約
一
二
〇
〇
人
で
、
そ
の
中
で
常
勤
医
の
定
員
は
一
名
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
右
は
適
切
か
。
常
勤
医
が
い
た
と
し
て
も
、
わ
ず
か
一
名
で
一
二
〇
〇
人
の
受
刑
者
の
医
療
を
行
う
こ
と
は
そ
も
そ
も

困
難
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
、
特
に
法
務
省
の
見
解
如
何
。

五

網
走
刑
務
所
を
除
く
全
国
各
地
の
矯
正
施
設
の
中
で
、
常
勤
医
が
不
在
で
あ
る
施
設
は
何
か
所
あ
る
か
。
ま
た
、
そ
の
施

一



設
に
お
い
て
、
常
勤
医
が
不
在
で
あ
る
事
態
は
何
年
続
い
て
お
り
、
そ
も
そ
も
受
刑
者
何
人
に
対
し
て
常
勤
医
が
何
人
の
体

制
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
常
勤
医
が
不
在
に
な
っ
て
か
ら
病
死
者
が
出
て
い
る
の
か
否
か
、
出
て

い
る
の
な
ら
何
名
か
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

人
権
の
定
義
如
何
。

七

矯
正
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
権
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
か
。

八

命
の
定
義
如
何
。

九

矯
正
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
命
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
か
。

十

記
事
で
指
摘
さ
れ
た
網
走
刑
務
所
の
現
状
を
受
け
、
政
府
、
特
に
法
務
省
と
し
て
、
五
で
問
う
た
常
勤
医
が
不
在
の
矯
正

施
設
に
対
し
、
何
ら
か
の
改
善
策
を
講
ず
る
考
え
は
あ
る
か
。

十
一

網
走
刑
務
所
や
五
で
問
う
た
常
勤
医
が
不
在
の
矯
正
施
設
を
除
く
、
医
師
が
常
勤
し
て
い
る
他
の
矯
正
施
設
に
関
し
て

も
、
受
刑
者
に
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
上
で
医
師
数
と
受
刑
者
数
の
割
合
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
等
を
検
証
し
て
い
く
考

え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


